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会　議　次　第

 
会　議　次　第 

 
１　開　会 
２　委嘱状交付 
３　市長あいさつ 
４　諮　問 
５　事務局職員紹介 
６　委員自己紹介 
７　会長・副会長選出 
８　議　事 
(1) 水戸市の財政状況等の説明 

(2) 審議会の今後の進め方について 

(3) その他 

９　閉　会



財 政 諮 問 第 １ 号 

令和７年８月 20 日 

 

 

　水戸市使用料等審議会　様 

 

水戸市長　高橋　　靖　　 

 

 

水戸市使用料等の額の算定及び改定について（諮問） 

 

　水戸市使用料等審議会条例(平成 16年条例第３号)第２条の規定に基づき，下記のとおり

諮問します。 

 

 

記 

 

　住民負担の公平性の確保と受益者負担の適正化を図るため，使用料及び手数料の額の算

定及び改定について諮問します。



任期　令和７年８月20日～令和９年８月19日

番号 氏名（敬称略） ふりがな 選出区分等

1 澤　勇二 さわ　ゆうじ 公募

2 大塚　久美子 おおつか　くみこ 公募

3 小野　智恵 おの　ちえ 公募

4 小田倉　康家 おだくら　やすいえ 水戸市住みよいまちづくり推進協議会

5 村田　宰 むらた　つかさ 公益社団法人水戸青年会議所

6 鹿倉　よし江 しかくら　よしえ 水戸女性会議

7 二川　泰久 ふたがわ　やすひさ 水戸商工会議所

8 松橋　裕子 まつはし　ゆうこ 水戸商工会議所女性会

9 関澤　吉晃 せきざわ　よしあき 水戸信用金庫

10 髙橋　直美 たかはし　なおみ 女性人材バンク

11 松本　寛 まつもと　ひろし 経営者

12 村田　豊 むらた　ゆたか 経営者

13 根本　真寿美 ねもと　ますみ 経営者

14 砂金　祐年 いさご　さちとし 常磐大学総合政策学部

15 清水　修 しみず　おさむ 行政経験者

水戸市使用料等審議会委員名簿



○水戸市使用料等審議会条例 

平成16年３月30日 

水戸市条例第３号 

（設置） 

第１条　本市が徴収する使用料，手数料，分担金その他の徴収金（以下「使用料等」という。）につ

いて，受益者負担の適正化を図るため，水戸市使用料等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条　審議会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 使用料等の額の算定及び改定に関すること。 

(2) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条　審議会は，関係機関の職員，学識経験者及び市民のうちから，市長が委嘱する15人以内の委

員をもって組織する。 

（任期） 

第４条　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条　審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２　会長は，審議会の会務を総理する。 

３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条　審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２　審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３　審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 

（関係者の出席） 

第７条　審議会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことがで

きる。 

（庶務） 

第８条　審議会の庶務は，財務部において行う。 

（補則） 

第９条　この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付　則 

この条例は，平成16年４月１日から施行する。



水戸市財政の現状
（令和５年度決算に基づく分析）

水戸市財務部財政課



1 歳入の推移

2 市税収入の推移

3 歳出（目的別）の推移

4 歳出（性質別）の推移

5 市債残高の推移

6 財政調整基金残高の推移

7 経常収支比率の推移

8 健全化判断比率の推移

目　　次

水戸市の会計は，一般会計，特別会計，企業会計で構成されていますが，

この資料の作成に当たっては，「普通会計」を基準として作成しています。 

普通会計とは，地方公共団体間の比較をするため，「地方財政状況調査」

に基づく全国統一の基準により作成した想定上の会計であり，一般会計を

中心に，標準的な行政経費を計上したものです。 



　１　歳入の推移

（単位　百万円）

Ｈ25 H30

（10年前） （5年前）

102,356          138,791          140,504          140,461          124,151          
60,573            65,789            65,814            64,864            64,925            

市税 41,336            41,908            41,214            42,090            42,210            
地方交付税 9,596              12,694            10,300            10,494            11,360            
　うち普通交付税 7,620              5,969              9,495              9,763              10,654            
　うち震災復興特別交付税 1,401              6,166              148                12                  3                    
臨時財政対策債 5,195              4,317              4,484              2,656              1,580              
その他の一般財源 4,446              6,870              9,816              9,624              9,775              

41,783            73,002            74,690            75,597            59,226            
国県支出金 24,052            35,284            47,276            42,131            36,559            
市債(建設事業債等) 3,235              16,014            13,155            16,576            5,940              
その他の特定財源 14,496            21,704            14,259            16,890            16,727            
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市税 地方交付税 臨時財政対策債 その他の一般財源 国県支出金 市債(建設事業債等) その他の特定財源

億円

歳入は，市の裁量により使途を決定することができる一般財源と，使途が定められている特定

財源に分類できます。一般財源の主なものは，市税，地方交付税，臨時財政対策債であり，特定

財源の主なものは，国県支出金，建設事業等の財源として発行する市債です。

地方交付税のうち普通交付税は，社会保障費の増加等に伴う基準財政需要額の増加や，原資で

ある国税収入の増加などに伴い，近年は増加しています。一方，震災復興特別交付税は，交付の

対象であった市役所新庁舎や新ごみ処理施設の整備が完了したことに伴い，大きく減少していま

す。

臨時財政対策債は，国の決定に基づき，地方交付税の原資不足を補てんするため発行する特別

な地方債であり，令和４年度以降は市税収入や普通交付税の増加などに伴い，減少しています。

国県支出金は，保育所の運営費や障害者自立支援給付費などの社会保障費が年々増加している

ことに加え，近年は４大プロジェクト（市役所新庁舎，新ごみ処理施設，新市民会館，アダスト

リアみとアリーナ）の推進や新型コロナウイルス感染症対策などに伴い，大幅に増加していまし

たが，令和５年度は，市民会館の整備等が完了したため，減少しています。

市債（建設事業債等）は，４大プロジェクト等の大規模な投資的事業の推進に伴い，近年は発

行額が増加していましたが，令和５年度は，市民会館や南消防署の整備完了等により大きく減少

しています。

※市税については，次ページで詳しく説明します。

１



　２　市税収入の推移

（単位　百万円，％）

H25 H30

（10年前） （5年前）

41,336 41,908 41,214 42,090 42,210 

15,466 16,592 16,597 16,943 17,228 

5,550 5,146 4,202 4,058 3,612 

15,873 16,012 16,077 16,565 16,776 

4,447 4,158 4,338 4,524 4,594 

都市計画税 1,720 1,639 1,627 1,674 1,690 

市たばこ税 2,303 1,910 1,994 2,104 2,129 

軽自動車税 424 609 710 745 766 

入湯税 - - 8 1 9 

91.3 96.3 97.6 97.8 97.8 

年度

市税合計

個人市民税

法人市民税

固定資産税

その他

収納率
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※各歳入額は左目盛り（単位：億円），収納率は右目盛り（単位：％）です。

億円 ％

歳入の根幹である市税収入は，令和２年度から令和３年度にかけて，新型コロナウイルス感染

症対策として，特例的に実施した徴収猶予や固定資産税等の軽減措置の影響などにより減少して

いましたが，その後は増加しています。

市税の内訳を見ると，個人市民税は，景気回復や高水準の賃上げ等の影響により，近年は増加

傾向にあります。

一方，法人市民税は，税制改正により税率が引き下げられたため減少しており，特に令和５年

度は，新型コロナウイルス感染症や世界的な金融情勢の影響等により，大きく減少しています。

固定資産税及び都市計画税は，長年続いてきた地価の下落に歯止めがかかるとともに，家屋の

新設数の増加等に伴い，増加しています。

市たばこ税は，売上本数の減少により減少傾向にありますが，近年は税率改正等の影響により

増加しています。

軽自動車税は，保有台数の増加により年々増加を続けています。

収納率は，収納対策の強化に取り組んだ結果，１０年前と比較すると大幅に改善しており，令

和５年度は97. ８％となっています。

２



　３　歳出（目的別）の推移

（単位　百万円）

H25 H30

（10年前） （5年前）

歳出合計 96,769 133,279 133,682 135,235 121,574 

民生費 37,204 41,939 53,002 51,098 52,821 

土木費 13,847 19,858 18,235 18,481 15,260 

教育費 8,300 17,744 14,228 13,808 12,861 

総務費 11,789 18,971 16,288 21,429 12,464 

公債費 10,728 10,046 11,429 10,593 10,527 

衛生費 6,107 17,613 12,731 10,594 10,264 

その他 8,794 7,108 7,769 9,232 7,377 

年度 R5R3 R4
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年度

民生費 土木費 教育費 総務費 公債費 衛生費 その他

歳出を行政目的による「目的別」に見ると，民生費の増加が顕著となっています。これは，障

害者自立支援給付費や介護保険会計に対する繰出などの社会保障費が年々増加を続けていること

に加え，保育所定数の増加や放課後学級の拡充など，こども・子育て施策を重点的に推進してい

るためです。

土木費は，道路や公園等の社会資本の整備費や維持管理費が主なものであり，令和５年度は，

泉町１丁目北地区市街地再開発事業が完了したことに伴い，減少しています。

教育費は，小・中学校や図書館，体育施設などの整備費や運営費が主なものであり，教育環境

の充実を図るため，校舎の長寿命化改良や老朽化した学校施設の修繕を集中的に行う緊急安全対

策等を推進していることから，１０年前と比較すると大幅に増加していますが，令和５年度は，

笠原小学校や吉沢小学校の校舎増築事業が完了したことから，減少しています。

総務費は，一般的な行政管理費や徴税費などが主なものであり，令和５年度は，市民会館の整

備完了に伴い，大幅に減少しています。

公債費は，臨時財政対策債等の償還額が減少したことなどにより，令和５年度はやや減少して

いますが，今後は，４大プロジェクトの市債償還により，一時的に増加する見込みです。

衛生費は，健康診査や予防接種，ごみの収集・処理経費などが主なものであり，新ごみ処理施

設や下入野健康増進センターの整備が完了したことに伴い，近年は減少しています。

３



　４　歳出（性質別）の推移

（単位　百万円）

H25 H30
（10年前） （5年前）

96,769 133,279 133,682 135,235 121,574 

51,748 57,276 69,986 65,613 67,953 

人件費 16,181 16,791 17,711 17,779 18,353 

扶助費 24,841 30,446 40,846 37,242 39,073 

公債費 10,726 10,039 11,429 10,592 10,527 

12,738 40,400 23,820 25,753 12,259 

3,984 9,213 10,175 11,397 11,114 

13,363 8,330 8,474 8,882 8,642 

14,936 18,060 21,227 23,590 21,606 

R5

その他

年度

歳出合計

義務的経費

普通建設事業費

繰出金

補助費等
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年度

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 補助費等 繰出金 その他

歳出を，経済的な性質による「性質別」で分類すると，任意に削減できない経費である義務的

経費のうち，人件費については，新型コロナウイルス感染症に対応するための保健所体制の強化

や会計年度任用職員制度の導入などに伴い，増加しています。

また，社会保障費である扶助費は，年々増加傾向にあり，特に障害者自立支援給付費や障害児

通所給付費に加え，待機児童の解消に向けて，保育所の定数を大幅に増加させたことから，民間

保育所や小規模保育事業の運営に係る給付額の増加などが顕著となっています。

普通建設事業費は，道路，公園等の社会資本や学校，市民センター等の公共施設の整備費であ

り，近年は，４大プロジェクトや教育環境の充実に向けて学校施設の整備を重点的に推進してい

ることから，大幅に増加していましたが，令和５年度は，市民会館の整備や南消防署の移転改築

など，大規模な投資的事業の完了に伴い，大幅に減少しています。

その他の主なものは，物件費であり，市民会館や新ごみ処理施設など新たな施設の供用を開始

するとともに，光熱費・物価等の高騰に伴い，近年は市有施設の維持管理費等が増えていること

から，５年前と比較すると大幅に増加しています。

４



　５　市債残高の推移

（単位　百万円）

H25 H30
（10年前） （5年前）

216,553           225,854           237,340           244,470           239,000           

95,751            119,409           140,205           149,261           146,687           

うち普通債等 54,111            70,127            89,005            99,414            98,907            

うち臨財債等 41,640            49,282            51,200            49,847            47,780            

120,802           106,445           97,135            95,209            92,313            

174,913           176,572           186,140           194,623           191,220           

　　「臨財債等」は，歳入不足を補てんするため発行する特別な地方債で，その内訳は臨時財政対策債や減収補てん債などです。

　　特別・企業会計は，公設地方卸売市場事業会計，駐車場事業会計，土地区画整理事業会計，水道事業会計，下水道事業会計の合

 計です。

　　「市合計（建設事業債等）」は，「市合計」から「臨財債等」を除いた額です。

R5

市 合 計
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年度

市債は，世代間負担の公平性の確保を図る観点から，公共施設などの社会資本整備の財源とし

て有効である一方で，残高が増加すると，将来の公債費負担が増加し，財政構造の硬直化につな

がるため，適切に残高を管理していく必要があります。

市全体の市債残高は，４大プロジェクトの推進や臨時財政対策債の発行により，増加を続けて

いましたが，令和５年度は４大プロジェクトをはじめ，大規模な投資的事業の完了により，建設

事業債の新規発行額が大幅に減少したため，減少に転じました。

また，特別・企業会計の市債残高は，下水道事業会計の償還が進捗していることに伴い，減少

を続けています。

これらの結果，市合計（建設事業債等）の残高は，令和５年度において1,912億円となってお

り，今後も残高を確実に減少させるため，建設事業債の新規発行額の抑制に努める方針です。

（臨時財政対策債）

地方交付税の原資不足を補てんするため，国の決定に基づき発行する地方債であり，その元

利償還金相当額の全額が，後年度に地方交付税として措置されます。

５



　６　財政調整基金残高の推移

（単位　百万円）

H25 H30

（10年前） （5年前）

財政調整基金 8,313 5,817 4,625 5,756 5,156 

年度 R5R3 R4
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年度

財政調整基金

財政調整基金は，年度間の財源の不均衡を調整するとともに，災害などの不測の事態に備える基

金であり，財政運営上重要な役割を果たしています。

４大プロジェクトや中核市への移行準備などの財政需要に対応するため，計画的に活用してきた

ことから，１０年前と比較すると，残高は減少しているものの，取崩しの抑制と決算剰余金の着実

な積み立てに努めた結果，令和５年度においては５２億円の残高を確保しています。

４大プロジェクトに係る市債償還額の増加や光熱費，物価等の高騰により，今後一時的に減少す

る見通しですが，大規模災害などに伴う想定外の財政需要に機動的かつ柔軟に対応していくため，

引き続き適正な残高の確保に取り組みます。

６



　７　経常収支比率の推移

（単位　百万円，％）

H25 H30

（10年前） （5年前）

経常一般財源収入 57,143 57,691 63,603 62,721 62,786 

経常経費充当一般財源 49,113 55,090 58,797 59,922 61,572 

経常収支比率 85.9 95.5 92.4 95.5 98.1 

年度 R5R3 R4

 75.0

 80.0

 85.0

 90.0

 95.0

 100.0

H25 H30 R3 R4 R5
年度

経常収支比率

％

経常収支比率は，地方公共団体の財政構造の弾力性を表す指標であり，数値が小さいほど弾力

性が高いことを示します。

経常収支比率は，少子高齢化の進行等に伴う社会保障費の増加により，全国的に増加傾向にあ

り，本市においても同様の傾向となっています。特に，令和４年度以降は，光熱費や物価等の高

騰に伴う，市有施設の維持管理費や各種委託料等の増加も比率上昇の大きな要因となっていま

す。

経常収支比率の上昇は，財政運営の硬直化が進行し，投資的事業や政策的経費の減少を招くこ

とになるため，市税収入など経常一般財源の増加を図るとともに，行財政改革の推進により経常

的な経費の削減に取り組み，比率の上昇の抑制に努めます。

（経常収支比率）

経常収支比率は，経常一般財源収入に対する経常経費充当一般財源の割合です。

経常一般財源収入とは，地方税，地方交付税，地方譲与税，臨時財政対策債などの経常的に

見込める一般財源額です。

経常経費充当一般財源とは，経常一般財源収入のうち，人件費，扶助費，公債費，物件費な

どの経常的な経費の財源として充当した額です。

７



　８　健全化判断比率の推移

（単位　％）

H25 H30

（10年前） （5年前）

実質公債費比率 10.2 9.3 9.3 9.2 9.3 25.0 35.0 

将来負担比率 97.2 121.1 123.1 132.9 128.1 350.0 

実質赤字比率 - - - - - 11.25 20.00 

連結実質赤字比率 - - - - - 16.25 30.00 

年度
 早期健全化

基準
 財政再生
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年度

実質公債費比率 将来負担比率

※実質公債費比率は左目盛り，将来負担比率は右目盛りです。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律により，全ての地方公共団体は，健全化判断比率と

して４つの比率を算定し，公表しています。各比率が国の定める早期健全化基準以上となった場

合は，計画を定めて財政健全化に取り組むことが義務付けられています。

実質公債費比率については，近年は横ばいで推移しています。将来負担比率については，４大

プロジェクトをはじめとする大規模な投資的事業の推進等に伴う市債残高の増加により，増加し

ていましたが，令和５年度は，これらの投資的事業の完了により市債残高が減少したため，改善

しています。

なお，実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，赤字がないことから数値なしとなって

います。

（実質公債費比率）

一般会計等の公債費に，特別会計繰出金や一部事務組合等負担金のうち公債費に充当された額

を加えた，実質的な公債費の財政規模に対する割合の３か年の平均値です。

（将来負担比率）

一般会計等の市債残高のほか，特別会計及び一部事務組合の地方債残高，職員の退職手当など

の将来的な負担見込額のうち，一般会計で負担すべき額の財政規模に対する割合です。

（実質赤字比率）

一般会計等の実質的な赤字の財政規模に対する割合です。

（連結実質赤字比率）

企業会計を含む全ての会計の実質的な赤字の財政規模に対する割合です。

８
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審議会の今後の進め方（案）について 

 

１　使用料及び手数料の定義等 

(1) 使用料 

　　 使用料とは，一般的に市が所有・管理する施設を利用したときに，受益を受け

る人から実費負担的な意味で徴収する収入をいいます。 

使用料を徴収する根拠としては，地方自治法第 225 条に「普通地方公共団体は，

行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。」と定め

られており，必ず市の条例で具体的な項目・金額を定める必要があります。条例

は，議会の議決事項であり，あわせて施行について広く利用者に周知する必要が

あります。 

　　（使用料の例） 

自転車駐車場使用料，老人福祉センター使用料，墓地公園管理使用料，斎場

使用料，駐車場使用料，植物公園入園料，体育施設使用料 

 

(2) 手数料 

　　 一般的に使用料が主に物的施設からの受益に対する対価であるのに対し，手数

料は，市が提供する人的な役務に対する対価として徴収する収入です。 

　　手数料を徴収する根拠としては，地方自治法 227 条に「普通地方公共団体は，当

該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき，手数料を徴収す

ることができる。」と定められており，使用料と同様に条例で具体的な項目・金額

について定める必要があります。 

　　（手数料の例）　 

　　　　印鑑登録証明書交付手数料，住民基本台帳手数料，犬の登録手数料，屋外広

告物許可申請手数料，介護サービス事業者指定等申請手数料 
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２　過去の審議会の経過 

(1) 一般会計及び特別会計（公営企業を除く）における審議会の開催状況 

使用料及び手数料の見直しのため，これまで使用料等審議会を平成 16 年度，

20 年度，25 年度，28 年度に開催しています。 

なお，その後は，新型コロナウイルス感染症の流行に伴う市民生活への影響等

を考慮し，審議会の開催を見送っています。 

 

(2) 審議会答申に基づく改定状況 

　　　資料３のとおり使用料及び手数料の改定を実施しています。 

 

３　審議会の今後の進め方（案） 

次のスケジュールにより審議会を実施したいと考えております。 

また，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程に基づき，本市の附属機関の会

議は，原則として公開により行います。公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生

ずると認めるときは，例外的に会議を公開しないことができますが，市民生活に密

接に関わる使用料及び手数料について審議する当審議会の性質を鑑み，事務局とし

ては，今後の会議についても，原則どおり公開により実施したいと考えております。 

 

 

 

 ８月 28日 第２回審議会　（ヒアリング対象の選定）

 10月 第３～５回審議会　（担当課ヒアリング）

 11月上旬 第６回審議会　（改定案の検討）

 11月中旬 第７回審議会　（答申案の検討）

 11月下旬 答申の提出
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○水戸市行政経営改革プラン（抜粋） 

 

実施項目(14)　使用料等の一層の適正化 

 

 

　　一般会計及び特別会計（公営企業を除く）の使用料・手数料については、水戸市使用料等審

議会の答申等に基づき、市民生活への影響等を考慮しながら、見直しを行っている。今後も、

住民負担の公平性の確保と受益者負担の一層の適正化を図る観点から、定期的な見直しに取り

組む。 

　　また、水道料金、下水道使用料、国民健康保険税についても、各諮問機関の答申等に基づき、

見直しの検討を行い、適正な事業運営に努める。 

 

 

　 

①一般会計及び特別会計（公営企業を除く）の使用料、手数料の見直し 

　　使用料や手数料（一般廃棄物処理手数料を除く）について、使用料等審議会での検討結果を

踏まえ、必要な見直しを行う。また、一般廃棄物処理手数料について、水戸市廃棄物減量等推

進審議会での検討結果を踏まえ、必要な見直しを行う。 

　　（所管課　財政課、衛生事業課、ごみ減量課、清掃事務所、各制度所管課） 

 2024（R6）年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度

 Ø検討 Ø使用料等審議会に

おける見直しの検討

Ø答申を踏まえた対

応

 Ø廃棄物減量等推進

審議会における一般

廃棄物処理手数料の

見直しの検討

Ø答申を踏まえた対

応 

 【現状】 ・使用料等審議会の答申を踏まえた見直しの状況 
　　2017(H29)年度　新設１件、改定３件（増額２件、減額１件） 
　※2021(R3)・2022(R4)年度　新型コロナウイルス感染症の影響等により検討見送り 
・一般廃棄物処理手数料の収入状況（2023(R5)年度決算） 

ごみ処理手数料等：835,881 千円 
し尿処理手数料：47,379 千円

取組の目的

実施内容及び年度計画



 名称  改定内容  改定時期 
改定

影響額
（年間）

自転車駐車場使用
料

答申のとおり 平成17年7月1日 30,929

老人福祉施設使用
料

改定見送り
(高齢者支援の観点から改定を見送り）

斎場使用料(火葬場)
（市内）
 13歳以上5,000円　12歳以下2,500円　死産児
1,500円

平成17年7月1日 9,419

園芸指導センター使
用料(入浴施設)

改定見送り
(高齢者支援の観点から改定を見送り）

市営住宅駐車場使
用料

答申のとおり 平成17年7月1日 14,421

幼稚園保育料
改定見送り
（少子化対策の観点から改定を見送り）

体育施設使用料
平均20％程度改定
 （サッカー・ラグビー場，内原ヘルスパーク除く）

平成17年7月1日 10,777

少年自然の家使用
料

答申のとおり 平成17年7月1日 959

市民会館使用料 答申のとおり 平成17年7月1日 11,784

78,289

自転車保管手数料 答申のとおり 平成17年7月1日 2,104

境界確認証明書交
付手数料

答申のとおり 平成17年7月1日 385

浄化槽汚泥処分手
数料

20円/10ｋｇ→25円/10ｋｇ
（急激な改定にならないよう配慮）

平成17年7月1日 16,772

住宅用家屋証明申
請手数料

答申のとおり 平成17年7月1日 △ 1,457

一件300円の諸証明
等手数料

答申のとおり 平成17年7月1日 20,183

37,987

116,276

 過去の審議会答申に基づく改定状況 

 （下水道使用料，農業集落排水処理施設使用料を除く） 

 平成16年度開催 
（単位：千円）

 審議会答申 

一時使用自転車100円→150円
原付150円→200円
定期利用　1.5倍

市内60歳以上0円→100円

市内0円→大人5,000円

市内60歳以上0円→100円

一台月1,500円→2,100円　

月6,000円→7,000円

平均20％程度改定

宿泊200円→300円，日帰り100円
→150円など50％改定

平均20％程度改定

 使用料　計 

1,000円→2,000円

1,000円→2,000円

20円/10ｋｇ→30円/10ｋｇ

(減額) 1,300円→350円

300円→350円

 手数料　計 

 合　　　　計 
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 名称  改定内容  改定時期 
改定

影響額
（年間）

14,759 

183 

14,942 

 平成20年度開催 
（単位：千円）

 審議会答申 

 使用料　計 

 手数料　計 

 合　　　　計 

老人福祉施設使用
料

市内60歳以上 0円→100円

改定見送り
（使用料徴収対象を入浴に限定するなどの対象
の限定や料金徴収方法を検討する必要があ
る。）

サン・アビリティーズ
使用料

平均50％程度改定 平均25％程度改定 平成21年7月1日 260 

園芸指導センター使
用料(入浴施設)

60歳以上70歳未満 0円→300円
70歳以上 0円→150円

市内　60歳以上 0円→150円
　　　　中学生 300円→150円
　　　　小学生 0円→150円

平成21年7月1日 1,776 

植物公園入園料
65歳以上70歳未満 0円→300円
70歳以上 0円→150円

市内　65歳以上 0→150円
　　　　60歳以上65歳未満 300円→150円
　　　　小中学生 0→150円

平成21年7月1日 1,093 

体育施設使用料

平均20％程度改定
一部の個人料金や団体料金等に
ついては他施設（民間，他市）の料
金を勘案して改定率等を検討する
こと。

大規模改造を実施の市立競技場については，
平成21年11月1日から新たな料金体系を設定す
る。
その他の施設については，平成22年4月1日から
20％程度の改定を実施する。ただし，県施設等
と比較して割高である一部の施設や個人利用に
ついては，据置とする。

平成22年4月1日 11,630 

市営住宅駐車場使
用料

一台2,100円→2,500円（平均）
なお，箇所別の料金設定を検討す
ること。

改定見送り
（受益者負担率を再計算したところ約64％と改
善がみられた。住宅家賃の段階的な改定を実施
している。）

幼稚園保育料
月6,000円→7,000円
なお，定員充足率の向上に努める
こと。（19年度充足率64.8％）

改定見送り
（幼保一元化や認定こども園などの課題を整理
した後に検討を実施する。）

境界確認証明書交
付手数料

2,000円→2,600円 答申のとおり 平成21年7月1日 183 

浄化槽汚泥処分手
数料

25円／10㎏→30円／10㎏

改定見送り
（一部事務組合で処理している常澄地区，内原
地区が1/10の料金である。施設の老朽化や過
剰設備のため効率的な運営が困難である。現在
の料金は県内最高額である。）
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 名称  改定内容  改定時期 
改定

影響額
（年間）

 7,581 

 186 

 7,767 

 平成25年度開催 

（単位：千円）

 審議会答申 

 使用料　計 

 手数料　計 

 合　　　　計 

老人福祉センター
入浴施設使用料

新設　100円
※低所得者に対する減免制度等を
あわせて検討すること。　

答申のとおり
※回数券による割引を実施　 7回　500円

平成26年7月1日  7,581 

幼稚園保育料
6,000円→7,000円
※定員充足率（Ｈ24充足率57％）の
向上を図ること。

改定見送り
（Ｈ27年度からの子ども・子育て支援制度の本
格施行を踏まえ，今後検討を進める。）

体育施設使用料

利用状況を踏まえ，時間単位料金
制の導入や部分利用料金の設定
など料金体系を見直すこと。また，
実費相当額である照明料金につい
ては，定期的な見直しを行うこと。

答申のとおり 平成26年9月1日  - 

犬 の 注 射 済 票 交
付・再交付手数料

新設
　 交付手数料500円
　 再交付手数料300円

答申のとおり 平成27年3月2日  51 

指 定 地 域 密 着 型
サービス事業者等
指定申請・指定更
新申請手数料

新設
　 指定申請手数料30,000円
 　指定更新申請手数料15,000円

答申のとおり 平成26年7月1日  135 

自転車保管手数料
撤去に係る負担などを考慮し，原
動機付自転車の料金を自転車より
高い料金に改定すること。

答申のとおり
※近年は原付の実績なし

平成26年7月1日  - 

優良観光土産品登
録手数料

対象土産品のブランド力や魅力が
より向上する事業となるよう，実施
主体を含めた制度のあり方につい
て検討すること。

関係機関と協議の上，令和８年度から実施主
体の変更を含めた制度の見直しを検討中。
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 名称  改定内容  改定時期 
改定

影響額
（年間）

 △2,051 

 1,102 

 △949 

 平成28年度開催 

（単位：千円）

 審議会答申 

 使用料　計 

 手数料　計 

 合　　　　計 

自転車駐車場使用
料

指定管理者制度の導入等により経
営改善に取り組んだ結果，使用料
収入が施設運営コストを上回って
いることから，受益者負担の適正
化に向けて，引き下げを実施するこ
と。　　
改定に当たっては，子育て支援や
就学支援の観点から，特に学生の
定期使用料について配慮すること。

答申のとおり
　学生の定期使用料
　自転車　年間 15,000円 → 14,000円
　原付等　年間 22,500円 → 21,000円
　※1･3･6か月の定期使用料も改定

平成29年4月1日  △4,232 

堀斎場使用料（式
場等）

今後予定されている待合室の改修
に伴い，引き上げを実施すること。
改定に当たっては，民間施設や他
市の状況等を十分調査すること。

下入野斎場の供用開始に合わせ，式場，待合
室等の引き上げを実施した。
　主な改定内容
　第１式場　市内  54,000円 → 60,000円
　　　　　　　 市外 108,000円 → 120,000円
　第２式場　市内  18,000円 → 20,000円
　　　　　　　 市外  36,000円 → 40,000円
　待合室　　市内　 4,000円 → 5,000円
　　　　　　　 市外　 8,000円 → 10,000円

令和7年1月10日  2,181 

建築制限等解除承
認申請手数料

新設　 2,000円 答申のとおり 平成29年7月1日  508 

印鑑登録証亡失再
交付手数料

350円→500円 答申のとおり 平成29年7月1日  315 

開発行為又は建築
に関する規定適合
証明書交付手数料

350円→5,000円 答申のとおり 平成29年7月1日  279 
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使用料及び手数料の受益者負担適正化の検討方法について 

 

 

１　受益者負担率の基準 

市では，公共施設の利用や役務の提供など行政サービスの対価として，様々な使用料及

び手数料を徴収しています。 

これらの使用料及び手数料については，受益者の範囲や利用の必需・任意性など受益の

性質がそれぞれ異なることから，過去の使用料等審議会において，サービスごとに次のと

おり受益者負担率※の基準を定めています。 

なお，使用料及び手数料の見直しに当たっては，当該基準に加え，資料６「受益者負担

適正化の検討の観点について」に示す事項を総合的に検討した上で，方針を決定します。 

　　※行政サービスの提供に要するコストのうち，受益者が使用料及び手数料により負担する割合 

 

　(1) 使用料 

使用料は，受益者の範囲を「広範囲の受益者」と「特定の受益者」に，施設利用等か

ら生じる受益の性質を「基本的な受益」「必需的な受益」「選択的な受益」に分類する

ことにより，行政サービスを５つに区分し，受益者負担率の基準を定めています。 

 

〔受益者負担率の基準一覧〕 

 

(2) 手数料 

手数料は，特定の申請等に基づく個々の行政サービスの対価として徴収するも

のであり，申請等を行った特定の受益者のみが利益を受けることから，すべての

コストを手数料で賄うことができるよう，受益者負担率の基準は原則 100％と定めて

います。 

 区　　分
受益者 
負担率

サービスの種類  受益者の 
範囲

受益の 
性質

 

広範囲の 
受益者

基本的な 
受益

0％ 小中学校，市民センター，図書館など

 
必需的な 
受益

25％ 斎場（火葬場）

 

選択的な 
受益

50％

芸術館塔，市民会館，老人福祉センター（入浴施設），ふ

るさと農場，植物公園，幼稚園預かり保育，少年自然の家，

体育施設

 

特定の 
受益者

必需的な 
受益

75％ 斎場（式場等），市営住宅汚水処理場

 
選択的な 
受益

100％
自転車駐車場，墓地公園，駐車場，市営住宅駐車場，公設

地方卸売市場
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２　受益者負担率の算定方法 

 (1) 使用料 

使用料の受益者負担率は，施設ごとに，年間の使用料収入を各施設の年間の運営コス

トで除して算定します。 

 

〔受益者負担率の算定方法〕 

 

このとき，施設運営コストとしては，経常的な施設運営経費や施設修繕料のほか，施

設運営に携わる職員等の人件費を計上します。 

ただし，特別会計を設置して経理する施設（公設地方卸売市場及び立体駐車場）につ

いては，独立採算の原則に基づき，会計全体を一つの行政サービスとして捉え，受益者

負担率を算定することとします。 

また，特別会計の運営コストには，市債償還費である公債費を加えます。 

 

〔施設運営コストの算出方法〕 

  
　　　　　　　　　　　　年間の使用料収入 

受益者負担率 ＝ ―――――――――――――― 
　　　　　　　　　　　　年間の施設運営コスト 

 ①運営経費 

経常的な施設運営費の令和６年度決算額を計上する。 

行事やイベントなど，施設の維持管理業務に含まれない経費は除外する。 

使用料に係る運営経費が全体経費の一部のときは，面積や業務量等により按分して算出

する。

 ②施設修繕料 

年度による変動が大きいことから，令和４年度から令和６年度の３年間平均の

決算額を計上する。 

経常的な維持補修費を計上するものであり，臨時的な大規模修繕費や建設事業

費，災害復旧費は除外する。

 ③人件費 

職員の人件費は，職員配置による年度間の変動が大きいことから，令和６年度の配置職

員数に，平均給与費（事務職員8,100千円，技能労務職員8,800千円）を乗じて算出した

額を計上する。 

会計年度任用職員の人件費等は，令和６年度決算額を計上する。 

職員等が他の業務にも従事している場合は，業務量等により按分して算出する。

 ④公債費（特別会計のみ) 

公債費の償還元金・利子の令和６年度決算額を計上する。
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(2) 手数料 

手数料の受益者負担率は，手数料が行政サービス１件ごとに徴収されることから，単

価を１件当たりの事務処理コストで除して算定します。 

 

〔受益者負担率の算定方法〕 

 

〔事務処理コストの算出方法〕 

 

３　検討方法 

　(1) 検討対象の選定 

　　令和６年度決算を基に算出した実際の受益者負担率と基準の負担率を比較し，乖離が

大きいものを検討対象として選定します。 

　　また，次の使用料・手数料については，審議会の検討対象から除外します。 

　 

　・法令等により標準的な額が定められており，市の裁量の余地がないもの（市営住宅家

賃使用料，戸籍手数料など） 

・中核市又は建築基準法に基づく特定行政庁として，県等と統一的な料金設定を行って

いるもの（食品衛生許可申請等手数料等保健所関係の各種手数料，建築許可等申請手

数料等建築行政関係の各種手数料など） 

・他審議会で見直しを検討するもの（ごみ処理手数料，上下水道使用料など） 

・施設の設置目的に合った利用の場合は無料だが，目的外の利用をした場合のみ徴収す

るもの（国際交流センター使用料，福祉ボランティア会館使用料など） 

・施設の整備費用を基に額を定めているもの（墓地公園永代使用料，合葬式墓地使用料） 

・令和６年度途中に開設した施設で，年間を通しての決算がないもの（下入野斎場使用料） 

・目的外の利用に対する使用料であり，財産の価値を基に額を定めているもの（市有地

使用料，道路占用料など） 

　　 

 (2) 検討の手法 

検討対象の使用料・手数料を徴収している担当課から，金額や運営コストの考え方，

他市の状況などについてヒアリングを行い，受益者負担の適正化に向けた対応策につい

て検討を進めます。 

  
　　　　　　　　　　　　手数料１件の単価 

受益者負担率 ＝ ―――――――――――――― 
　　　　　　　　　　 １件当たりの事務処理コスト 

 ①事務経費 

令和６年度決算を基に，１件当たりの経費を計上する。 

（用紙の印刷費，システム機器のリース料，現地確認の燃料費など)

 ②人件費 

職員人件費，会計年度任用職員人件費の１分当たりの単価に，１件当たりの平均的な

所要時間（分）を乗じて計上する。



 

受益者負担適正化の検討の観点について 

 

 

１　行政サービスとして受益者にどの程度の負担を求めるべきか 

　　　受益者の範囲及び受益の性質から負担率の基準は適正か 

　　　他のサービスと比較して適正な負担率であるか 

 

２　受益者負担率の基準と決算ベースの値に乖離があるか 

　　　乖離がある場合 

　　　　運営経費又は事務経費の削減を図るべきではないか 

　　　　利用率が低いことが原因ではないか 

　　　　乖離に特別の事情はないか 

 

３　市民理解を得られる金額であるか 

　　　他市，県，民間のサービスと比較して均衡が図られているか 

　　　サービスの受益者が納得できる金額であるか 

　　　受益者以外の市民の理解を得られる金額であるか 

 

４　以上を総合的に検討した上で料金改定を行う必要があるか 

　　　改定の必要ありと判断する場合 

　　　　どのような改定を行うべきか（改定率，改定額など） 

　　　　改定にあたって配慮すべき点はあるか



使用料及び手数料一覧（公営企業会計を除く）

１ 使用料

決算額（円） 負担率 決算額（円） 負担率

1 自転車駐車場使用料                            78,728,440 84.8% 100% ○        93,277,950 126.4%

2 芸術館塔入場料                               3,418,000 40.5% 50% ○         2,303,900 34.7%

3 市民会館使用料       137,356,263 32.1% 50% ○

4 墓地公園管理使用料        39,391,200 92.6% 100%        38,108,000 68.6%

5 堀斎場使用料（火葬場）        19,246,500 21.2% 25% ○        19,610,500 26.3%

6 堀斎場使用料（式場等）        22,588,750 46.3% 75% ○        32,834,750 58.7%

7
老人福祉センター使用料（入浴
施設）

        2,943,200 5.8% 50% ○         4,788,900 11.3%

8 預かり保育料                                1,502,500 74.2% 50%         3,698,000 177.8%

9 ふるさと農場使用料                             1,821,280 9.6% 50% ○         1,766,200 14.8%

10 市場使用料                           461,129,895 174.8% 100% ○       457,426,617 124.2%

11 駐車場使用料（一般会計）              36,299,550 99.3% 100%        56,024,422 198.1%

12 駐車場使用料（特別会計）                75,040,975 82.7% 100% ○        72,088,441 53.5%

13 植物公園入園料         7,442,700 4.9% 50% ○         7,722,400 6.7%

14 市営住宅駐車場使用料        45,907,400 6297.3% 100% ○        51,897,300 1975.5%

15 市営住宅汚水処理場使用料         3,160,500 53.6% 75% ○         7,073,340 64.2%

16 少年自然の家使用料                             4,307,560 5.6% 50% ○

17 体育施設使用料       220,127,462 18.7% 50% ○        94,024,050 15.8%

18 市庁舎使用料         9,675,062 

19 市庁舎駐車場使用料                             3,951,700 

20
市民センター衆議院議員総選挙
個人演説会等開催使用料

           26,011 

21 国際交流センター使用料                             552,600 

22 体育施設使用料                               5,716,480 

23 男女平等参画センター使用料           562,100 

24 墓地公園永代使用料        17,064,000 

25 合葬式墓地使用料        70,805,000 

26 下入野斎場使用料（火葬場）         2,320,000 

27 下入野斎場使用料（式場）         3,104,500 

28 福祉ボランティア会館使用料                         1,008,000 

29 サン・アビリティーズ使用料         1,090,400 

30
老人福祉センター使用料（会議
室等）

          284,400 

 令和６年度 
（参考）

平成27年度

行政財産の目的外使用等

目的外利用のみ徴収

国政選挙執行経費基準法の規
定に相当する金額

目的外利用のみ徴収

都市公園条例（占用等）

目的外利用のみ徴収

整備費用を基に決定

整備費用を基に決定

令和７年１月開設

令和７年１月開設

目的外利用のみ徴収

目的外利用のみ徴収

目的外利用のみ徴収

番号 名称
負担率
基準

検討
対象

1



決算額（円） 負担率 決算額（円） 負担率

 令和６年度 
（参考）

平成27年度
番号 名称

負担率
基準

検討
対象

31 森の交流センター使用料                             183,700 

32 道路占用料       124,515,872 

33
法定外公共物占用料
（認定外道路）

          508,182 

34
法定外公共物占用料
（普通河川）

        2,732,403 

35 河川占用料                                   244,496 

36 排水路占用料           120,323 

37 都市下水路占用料           203,563 

38 水戸駅前広場占用料                                83,928 

39 公園使用料                                 5,477,341 

40 市営住宅家賃使用料       567,569,500 

41 市有地使用料                               11,047,980 

42 建物使用料                                 5,326,755 

43 職員等駐車場使用料        44,035,000 

計     2,038,621,471 

目的外利用のみ徴収

道路占用料条例

法定外公共物管理条例

法定外公共物管理条例

準用河川占用料等徴収条例

都市下水路等管理条例

都市下水路等管理条例

道路占用料条例の準用

都市公園条例

公営住宅法

行政財産の目的外使用等

行政財産の目的外使用等

行政財産の目的外使用等

2



２ 手数料

決算額（円） 負担率 決算額（円） 負担率

1
印鑑登録証明書交付手数料
（窓口）

       19,400,150 124.6% 100% ○        32,833,500 102.6%

2
印鑑登録証明書交付手数料
（コンビニ）

        7,676,700 97.1% 100% ○

3 印鑑登録証亡失再交付手数料           736,000 133.0% 100%           706,650 69.0%

4
住民基本台帳手数料
（窓口）

       36,678,600 120.7% 100% ○        53,653,600 103.2%

5
住民基本台帳手数料
（コンビニ）

        8,916,900 101.7% 100% ○

6 自転車保管手数料                                302,000 8.6% 100% ○           712,000 7.6%

7 浄化槽清掃業許可手数料                               5,000 110.1% 100%            25,000 109.6%

8
一般廃棄物処理業許可証交付手
数料（ごみ）

           40,000 95.2% 100%           330,000 99.7%

9
一般廃棄物処理業従業員証交付
手数料（ごみ）

           12,500 96.0% 100%           180,000 92.3%

10 犬の登録手数料                               2,802,000 101.4% 100%         2,523,000 99.6%

11 犬の鑑札再交付手数料                               91,200 99.8% 100%            72,000 100.8%

12 犬の注射済票交付手数料         4,294,000 105.3% 100%         4,576,500 93.7%

13 犬の注射済票再交付手数料             2,400 94.9% 100%             2,400 97.4%

14 優良観光土産品登録手数料                             60,500 89.3% 100%           126,000 79.8%

15 境界確認証明書交付手数料         1,193,400 58.8% 100% ○         1,315,600 69.2%

16 屋外広告物許可申請手数料         8,094,900 102.6% 100%         6,828,250 104.2%

17
介護サービス事業者指定等申請
手数料

          750,000 92.2% 100%            30,000 99.7%

18
介護サービス事業者指定等更新
申請手数料

          855,000 98.7% 100%           285,000 96.9%

19 戸籍手数料                                39,973,450 

20 自動車臨時運行許可申請手数料                        1,619,250 

21 納税証明書交付手数料                            3,007,550 

22 不動産証明手数料                              6,973,750 

23 市県民税証明手数料                            11,599,550 

24
一般廃棄物処理業許可証交付手
数料（し尿）

            5,000 

25
一般廃棄物処理業従業員証交付
手数料（し尿）

            2,000 

26
浄化槽保守点検業登録申請手数
料

           96,000 

27
浄化槽保守点検業更新登録申請
手数料

          512,000 

28
産業廃棄物処理業許可申請等手
数料

          188,000 

29
使用済自動車関連事業者許可等
手数料

          332,000 

30 土地の埋立て等許可申請手数料            95,000 

 令和６年度 
（参考）

平成27年度

手数料の標準に関する政令

手数料の標準に関する政令

証明手数料（1件350円）

証明手数料（1件350円）

証明手数料（1件350円）

ごみに準じて規定

ごみに準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

番号 名称
負担率
基準

検討
対象

 3



決算額（円） 負担率 決算額（円） 負担率

 令和６年度 
（参考）

平成27年度
番号 名称

負担率
基準

検討
対象

31 浄化槽汚泥処分手数料                           58,658,975 

32 し尿処理手数料        42,873,570 

33 ごみ処理手数料（家庭ごみ）       420,273,400 

34 ごみ処理手数料（直接搬入）       464,107,370 

35
特定家庭用機器一般廃棄物手数
料

          646,000 

36 医事許可申請等手数料         1,129,000 

37 薬事許可申請等手数料         2,158,300 

38 食品衛生許可申請等手数料        14,242,400 

39 環境衛生許可申請等手数料         1,179,000 

40 と畜検査手数料         9,652,450 

41
農林水産物・食品の輸出証明書
交付手数料

           99,180 

42
感染症検査結果証明書交付手数
料

           28,000 

43 犬猫引取手数料            12,000 

44 犬猫返還手数料            90,000 

45 建築物等確認申請等手数料           616,000 

46
建築基準法に基づく建築許可等
申請手数料

        1,569,400 

47 建築確認等証明手数料           328,650 

48 開発行為許可申請手数料        10,040,000 

49 開発行為変更許可申請手数料                           320,000 

50
開発許可を受けた地位の承継の
承認申請手数料

           73,800 

51 開発登録簿の写し交付手数料                           211,500 

52 建築物等完了検査申請等手数料           512,000 

53 建築物中間検査等申請手数料            53,000 

54
都市計画法に基づく建築等許可
申請手数料

          912,000 

55 道の位置の指定申請手数料         1,000,000 

56
建築計画概要書の写し交付手数
料

        1,314,950 

57
長期優良住宅建築等計画認定手
数料

        3,216,000 

58
低炭素建築物新築等計画認定申
請手数料

           12,000 

59
開発行為又は建築に関する規定
適合証明書交付手数料

          175,000 

60 建築制限等解除承認申請手数料           456,000 

61 屋外広告物講習会受講手数料           148,500 

62
サービス付き高齢者向け住宅登
録事業申請手数料

           30,000 

他審議会で検討

他審議会で検討

他審議会で検討

他審議会で検討

他審議会で検討

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

国に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定

県に準じて規定
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決算額（円） 負担率 決算額（円） 負担率

 令和６年度 
（参考）

平成27年度
番号 名称

負担率
基準

検討
対象

63
サービス付き高齢者向け住宅登
録事業更新申請手数料

           50,000 

64 危険物規制事務手数料         2,303,700 

65
火薬類の譲受けの許可申請手数
料

            9,300 

66 煙火消費の許可申請手数料            63,200 

67 諸証明手数料         3,072,800 

68 督促手数料（過年度分）         1,630,369 

計     1,199,582,614 

県に準じて規定

手数料の標準に関する政令

手数料の標準に関する政令

手数料の標準に関する政令

証明手数料（1件350円）

督促手数料（過年度分のみ）
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